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０４．１１ 

 

特許法第３条第２項に規定する特許出願、

審判請求等の手続についての期間の解釈

について 

 

 

特許法第３条第２項※ 1 の規定は、特許に関する手続についての期間の末日が日

曜日及び土曜日並びに国民の祝日等に当たる場合の期間の計算についてのもので

ある。 

現行特許法第３条※ 1 の規定は、期間の計算に関する限り第３条第１項※ 1 及び第

２項※ 1 の規定が適用され、別に法令に規定されている場合（特１２６条２項ただ

し書）を除き例外はない。 

よって、特許法第３条第２項※ 1 の規定は、その期間が法定期間であるか否かに

関わらず、特許法又は同法に基づく命令の規定による期間の計算について特許出

願、審判請求等の手続に関するものである限り、例外なく適用されるものである。 

よって、同条第２項※ 1 の規定は、特許出願、審判請求等の手続に関する期間の

計算について例外なく適用される。 

なお、商標登録異議申立書（商４３条の２）の提出期間の末日が商標法第７７

条第１項において準用する特許法第３条第２項※ 1 の規定に該当するときは、商標

法第４３条の４第２項の規定による異議申立理由補充書の提出期間の起算日は、

順延された異議申立期間の末日の翌日である。 

 

（改訂平成２４・４２３・１１）  
 

 

 

 

                                                 
※ 1  特３条：実２条の５第１項、意６８条１項、商７７条１項、商附則２７条１項におい

て準用 


